
 

1 

 

流山市地域子育て支援拠点事業運営業務委託（中部）その２ 仕様書 

 

１ 件 名 

流山市地域子育て支援拠点事業運営業務委託（中部）その２ 

 

２ 目 的   

   少子化や核家族化の進行、地域社会の変化など、子どもや子育てを取り巻く環

境が大きく変化するなかで、家庭や地域における子育て機能の低下、保護者の子

育てに対する孤独感・不安感の増大といった様々な問題が生じている。 

現在の流山市（以下「委託者」という。）では、保育所に併設して地域子育て支

援拠点（地域子育て支援センター）を設置しているが、保護者がより利用しやす

い形態として、今後は、保育所に併設する形態ではなく、商店街の空き店舗等を

活用し、地域子育て支援拠点事業に加え、利用者支援事業及び一時預かり事業を

一体的に実施する。 

本事業は、障害児や多胎児のいる家庭等配慮が必要な家庭への対応を含め、子

育て親子の交流の場や気軽に相談ができる場を提供することで、子育て家庭の困

り感の深刻化・複雑化の軽減及び虐待の未然防止を図ることを目的とする。 

 

３ 委託期間 

契約締結日の翌日から令和９年３月３１日まで 

   ※ただし契約締結日の翌日から令和８年３月３１日までは準備期間とし、事業

の実施は令和８年４月１日とする。 

 

４ 実施場所 

委託者が指定する場所（流山おおたかの森駅から徒歩５分程度） 

区画は別添平面図（概要）のとおり（概ね９０㎡程度） 

  ※指定場所の所在地に関しては、1月中旬頃に市ホームページで公表予定。 

※当該事業所は、おおたかの森ファミリーサポートセンターと併設となる。 

   ※事業場所の電気設備、給排水設備等は、委託者で施工する。また、事業実施に必要 

な備品等も、委託者で用意する。なお、平面図（詳細）に関しては、参加資格確認 

結果が「有」とされた事業者にのみ配付する。 

   ※受託者は委託者が指定する場所の賃借料を、市へ支払うものとする。なお賃借料は 

１月中旬頃に市ホームページで公表予定。 

 

５ 事業内容  

別紙「地域子育て支援拠点事業実施要綱」、「利用者支援事業実施要綱」及び「一

時預かり事業実施要綱」のとおり 

 

６ 実施方法  

（１）開催日時について 

月、火、木、金、土、日（水曜日及び第１・第３日曜日定休。ただし令和８

年４月１日を除く。）９：３０～１６：３０とする。 
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ただし、年末年始等（１２月２８日から１月３日まで）は除く。 

（２）設備・遊具・備品等について 

乳幼児を連れて利用しても支障が生じないよう、保育に必要な遊具等は受託

者が用意すること。また、その他委託者が準備した備品等以外で必要な物が生

じた場合についても受託者が適宜用意すること。 

（３）飲食について 

原則、常時可能とするが、ランチタイム等の実施により、利用者が過ごしや 

すいよう配慮すること。 

（４）職員の配置について 

地域子育て支援拠点事業の実施に当たっては、子育て親子の支援に関して意 

欲のある者であって、子育ての知識と経験豊かな者を常時２名以上配置し、う 

ち１人は保育士、幼稚園教諭等の資格を有する者又は子育て支援員研修等の委 

託者が認める研修の修了者とする。 

 利用者支援事業の実施に当たっては、委託者が認める利用者支援相談員又は

「子育て支援員研修事業の実施について」（平成２７年５月２１日付雇児発０５

２１第１８号）の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」（以下「子育て支援員

研修事業実施要綱」という。）別表１に定める「子育て支援員基本研修」に規定

する内容の研修（以下、「基本研修」という。）及び別表２－２の１に定める子

育て支援員専門研修（地域子育て支援コース）の「利用者支援事業（基本型）」

に規定する内容の研修（以下「基本型専門研修」という。）を修了している者を

１名以上配置すること。 

 一時預かり事業の実施に当たっては、乳幼児おおむね３人につき処遇を行う

者を１人以上置き、そのうち保育士を１／２以上とすること。保育士資格を有

していない担当者の配置については、流山市が認める研修を修了した者とする。  

また、当該保育従事者の数は２人以上とすること。また、一日当たり平均利用

児童数が概ね３人以下の施設においては、流山市が認める研修を修了したもの

を保育士とみなすことができる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

（５）費用負担について 

  ① 地域子育て支援拠点事業及おいては、原則として利用者に費用負担は発生

しないものとする。ただし、講座開催時の材料費等として、実費徴収を行う

場合は、この限りではない。 

  ② 一時預かり事業においては、利用者が費用の一部を負担する。なお、キャ

ンセル料は徴収しないものする。 

 （６）地域支援について 

地域全体で、子どもの育ち・親の育ちを支援するための子育て支援活動の取 

り組み（高齢者や地域学生等の多世代交流や、地域の自治会・子育てサーク

ルとの協働事業など）を、開催すること。 

なお、地域支援の実施に当たっては、必要に応じて事前に委託者と協議等を

行うこと。 

 （７）特別支援対応 

    配慮が必要な障害児、多胎児のいる家庭などの状況に対応した交流の場の提 

供や、相談・援助、講習について、専門的な知識・経験を有する職員を配置し、 

実施すること。 
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（８）会議・研修への出席について 

委託者が開催する「地域子育て支援関係機関連絡会」へ職員を出席させるこ 

と。 

また、その他に委託者が必要と認める会議・研修に適宜参加させること。 

（９）施設のお便りの作成について 

利用者向けに施設の概要や、行事等が把握できるチラシ等を作成し、受託者 

のＳＮＳ等で発信するとともに、翌月分のチラシを、前月の２０日までに委託 

者に提出すること。 

（１０）保険の加入について 

傷害保険、損害賠償保険に加入すること。事故が発生した場合は、速やかに 

報告の上、請求手続を行うこと。 

（１１）実績報告について 

毎月の利用状況については、委託者が指定する様式にて、翌月の２０日まで 

に報告すること。また、年度末には本事業に関する年間実績報告書及び業務完 

了届け並びに収支報告書を提出すること。なお、実績報告に必要な情報につい 

ては、受付時等に利用者に確認すること。 

（１２）職員名簿について 

業務の実施に当たり、委託者が指定する様式にて職員名簿を提出すること。 

また、業務管理責任者を定めること。 

退職等により職員が変更となった場合は、随時、指定する様式にて変更後の 

職員名簿を提出すること。 

 

７ 一時預かり事業の料金の収受について 

 （１）利用料金について 

ア 利用料金については、流山市おおたかの森児童センターの設置及び管理に

関する条例（令和２年流山市条例第２２号）で規定している、児童センター

における一時預かりと同額とする。 

   イ 利用料金は、業務委託事業者の収入とする。 

   ウ 収受した利用料金については、必要な帳簿（出納簿等）を作成し、出納責 

任者が管理しなければならない。これらの帳簿は、市の監査対象となる。 

（２）利用料金の減免 

利用料金の減免の対象者は、次のとおりとする。対象者は、減免の申請を業務 

委託事業者に提出し、業務委託事業者は減免可否決定通知書を利用者に発行す 

る。なお、疑義が生じた場合は、市と協議する。 

   ア 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による被保護世帯 100 

分の 100 

イ 世帯に属する者の全ての市区町村民税が非課税の世帯 100分の 100 

ウ 世帯に属する者の全てが前年分の所得税が非課税の世帯であって、かつ、 

前年度分の市区町村民税のうち均等割のみの課税世帯（前２号に掲げる世帯 

を除く。） 100分の 60 

エ 世帯に属する者の全てが前年分の所得税が非課税の世帯であって、かつ、 

市区町村民税のうち所得割の税額（本市の市民税の所得割の税率と異なる率 

で算定されている場合は、本市の所得割の税率により算定した額）が５，０ 
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００円未満である世帯（第１号及び第２号に掲げる世帯を除く。） 100分の 

30 

オ その他市長が必要と認める世帯 市長が必要と認める割合 

（３）利用料金の還付 

   利用料金の還付については、以下のとおりとする。なお、疑義が生じた場合は、

市と協議する。 

   ア 天災地変その他使用者の責めによらない事由により使用できなかったと 

き 全額 

イ その他やむを得ない事由により使用の許可を取り消し、又は使用を中止さ 

せたとき 全額 

 

８ 業務の適正な実施に関する事項 

（１）受託者は、事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「委託 

先における個人情報の取扱いに関する特記仕様書」を遵守しなければならない。 

（２）受託者は、本業務の全部又は一部を第三者に請け負わせ、若しくは委任して 

はならない。ただし、予め書面により委託者の承認を得た場合は、この限りで 

はない。 

（３）受託者は、業務の履行に際して知り得た情報を業務実施期間内、及び業務終 

了後においても、他に漏らしてはならない。 

（４）受託者は、拠点の開設及び業務の履行に際し、地元自治会及び近隣住民の理

解を十分に得て実施することとし、その意見や懸念事項等に対して迅速かつ適

切に対応するものとする。 

 

９ 業務の引き継ぎ 

  本業務の委託契約に基づく履行期間が満了するとき、又は、契約書に基づく契約

の解除があるときは、受託者は、業務の遂行に関する留意事項等を取りまとめた引

き継ぎ書を作成し、委託者に引き渡すものとする。 

  なお、引き継ぎが未完了と委託者が認めた場合は、委託期間終了後であっても、

無償で引き継ぎを行うものとする。 

 

１０ 委託料の支払いについて 

   委託料総額を、事業実施期間である「令和８年４月１日から令和９年３月３１日

まで」の月数で均等割りした月額払いとする。 

   また、１円未満の端数が生じた場合は、最後の支払いで精算することとする。 

 

１１ その他 

（１）受託者は、同一区画で実施する市業務委託事業（子育て支援関連事業）と適 

宜連携し業務を遂行すること。また、共用スペースの取扱い等に関しては、委 

託者を含めた三者で随時協議を行うこと。 

（２）当該区画の電気設備や施錠の管理監督等に関しては、本事業の受託者が行う 

こと。 

（３）受託者は、業務の実施に当たっては、労働関係諸法令その他の関係法令を順 

守すること。 
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（４）本業務の実施に当たっては、委託者との連携を密にし、疑義が生じた場合は、 

委託者と受託者双方で協議の上処理すること。 

（５）本業務により得られたデータ及び成果品は委託者に帰属するものとし、許可 

なく他に使用あるいは公表してはならない。 

（６）著作権、肖像権、他の個人・団体の権利を侵害しないよう十分留意すること。 

（７）本仕様書に含まれていない事項であっても、業務の目的を達成するために必 

要と認められる場合や、やむを得ない特段の事情があると認められる場合は、 

委託者と受託者との協議により、仕様書の内容を適宜変更することができる。 


